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  ○北しりべし廃棄物処理広域連合選挙管理委員会規程 

   

制  定 平成 14 年８月 １日選管規程第１号  

                                              最近改正 平成 27 年９月 ４日選管規程第１号  

 

   第１章 総則 

 （目的） 

第１条 この規程は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）第２９２条にお

いて準用する法第１９４条の規定に基づき、選挙管理委員会（以下「委員会」という。）に関し必

要な事項を定めることを目的とする。 

   第２章 委員長等 

 （委員長の選挙） 

第２条 委員長の選挙は、委員の無記名投票で行い、投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、

得票数が同数であるときは、くじで定める。 

２ 前項の選挙において、委員中に異議がないときは、指名推選の方法を用いることができる。 

３ 委員長が欠けたときは、委員会は、速やかに委員長の選挙を行わなければならない。 

 （委員長の任期） 

第３条 委員長の任期は、委員の任期による。 

 （委員長の臨時職務代理） 

第４条 委員の改選後において、委員長が選挙されるまでの間は、委員のうち最年長の者が臨時に委

員長の職務を行う。 

 （委員長等の退職） 

第５条 委員長は、退職しようとするときは、その旨を文書で法第１８７条第３項の規定により委員

長の職務を代理する委員（以下「委員長職務代理者」という。）に届け出なければならない。 

２ 委員又は補充員は、退職しようとするときは、その旨を文書で委員長に届け出なければならない。 

 （所属政党等の変更の届出） 

第６条 委員長、委員又は補充員は、その属する政党その他の政治団体に変更があったときは、直ち

に、その旨を委員会に届け出なければならない。 

 （委員長等の選出等の告示） 

第７条 委員会は、委員長若しくは委員が選出され、若しくは委員長職務代理者が指定され、又は委

員が補欠されたときは、速やかに、その旨を告示しなければならない。 

 （所属政党等の変更等の通知） 

第８条 第６条の規定による届出があったとき又は前条の規定による告示をしたときは、委員長は、

速やかに、その旨を議会議長及び広域連合長に通知しなければならない。 

   第３章 会議 

 （会議の開催時期等） 

第９条 委員会の会議は、公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条の規定による市町村選

挙管理委員会の登録が行われた後に開催することを原則とする。 

２ 前項の規定による会議のほか、委員会は、必要があると認めるときは、臨時に会議を開催するこ

とができる。 

 （委員会の招集） 

第１０条 委員長は、委員会を招集するときは、その日時、場所及び議案件名を文書で委員に通知し

なければならない。ただし、緊急の場合には、文書によらないことができる。 

２ 委員は、委員会の招集を請求するときは、その日時及び付議すべき事項を記載した文書を委員長

に提出しなければならない。 

 （欠席の届出） 

第１１条 委員は、委員会に出席することができないときは、あらかじめ、その旨を委員長に届け出

なければならない。



 

2-2-1（2） 
広域連合選挙管理委員会規程 

（議長） 

第１２条 委員会の会議においては、委員長が議長となる。 

 （説明の聴取） 

第１３条 委員会は、議事について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その説明又は

意見を聴くことができる。 

 （会議録の調製） 

第１４条 委員長は、書記に、委員会の会議の次第、出席委員の氏名その他必要な事項を記載した会

議録を調製させなければならない。 

２ 会議録には、委員長及び委員長の指名する委員１名が署名しなければならない。 

   第４章 委員長の職務権限 

 （委員長の担任事務） 

第１５条 委員長の担任する事務は、法令に定めるもののほか、次に掲げる事項とする。 

  委員会の運営についての事項 

  委員会の議案の提出についての事項 

  委員会の議決の執行についての事項 

  職員の服務についての事項 

  委員会の庶務についての事項 

 （委員長の専決処分） 

第１６条 委員長は、委員会の権限に属する事項で、委員会の指定したものについては、これを専決

処分することができる。 

２ 委員長は、前項の規定により専決処分した事項については、これを次の会議において報告しなけ

ればならない。 

   第５章 事務局 

 （事務局の設置） 

第１７条 委員会の事務を処理するため、委員会に事務局を置く。 

２ 事務局は、書記長、書記その他の職員をもって構成する。 

 （事務局の組織） 

第１８条 削 除 

 （職員） 

第１９条 事務局に事務局長（以下「局長」という。）、事務局次長（以下「次長」という。）及び

主査を置く。 

２ 局長は書記長をもって充て、次長及び主査は書記のうちから委員会が任命する。 

 （職務） 

第２０条 局長は、委員長の命を受けて、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

２ 次長は、上司の命を受けて、所管事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

３ 主査は、上司の命を受けてその処理すべきものとされた事務を掌理する。 

４ 書記その他の職員（次長及び主査である者を除く。以下同じ。）は、上司の命を受けて所管事務

に従事する。 

 （分掌事務） 

第２１条 削 除 

    第６章 事務の専決及び代決 

 （局長の専決事項） 

第２２条 局長は、次の事項を専決することができる。 

  重要な照会、回答及び資料の収集についてのこと。 

  次長に対する道内旅行命令についてのこと。 

  次長及び主査に対する道外旅行命令についてのこと。 

 （次長の専決事項） 

第２３条 次長は、次の事項を専決することができる。
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  軽易な照会、回答及び資料の収集についてのこと。 

  委員会が保管する文書及び資料の閲覧許可及び写しの交付についてのこと。 

  時間外勤務命令についてのこと。 

  主査及び書記その他の職員に対する道内旅行命令についてのこと。 

  書記その他の職員に対する道外旅行命令についてのこと。 

  主査及び書記その他の職員の事務分担についてのこと。 

 （専決の特例） 

第２４条 前２条に規定する事項であっても、特に委員長の指示によるもの又は異例と認められるも

のについては、委員長の決裁を受けなければならない。 

 （代決） 

第２５条 局長が専決すべき事項について、局長が不在であるときは、次長がその事項を代決する。 

２ 次長が専決すべき事項について、次長が不在であるときは、その事項を主管する主査がその事項

を代決する。 

３ 専決者及び代決者がともに不在であるときは、当該専決者の上司が専決者の専決すべき事項を代

決する。 

４ 前項の場合において、当該上司は、その代決すべき事項のうち性質上適当であると認めるものに

ついては、その指定する職員に代決させることができる。 

 （代決の制限） 

第２６条 重要又は異例と認められる事項については、代決することができない。ただし、あらかじ

め、その処理について指示を受けたもの又は緊急を要するものは、この限りでない。 

２ 代決者は、前条の規定により代決した事項については、速やかに、その旨を専決者に報告し、又

は関係文書の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。 

   第７章 文書の処理 

 （文書の受付等） 

第２７条 到着文書は、文書の収受、発送及び保管について主に担当する者として、書記（次長及び

主査である者を除く。）のうちから局長が指定する者（以下「文書主務者」という。）が収受し、

封筒又は文書に日付印を押して収発件名簿に記載し、次長の確認印を受けた後、速やかに当該文書

に係る事務を主管する主査に配布するものとする。 

 （発送文書） 

第２８条 決裁済の発送文書は、収発件名簿に記載し、起案文書とともに文書主務者に回付するもの

とする。 

２ 発送文書には、委員長名を用いる。ただし、必要に応じて、局長名を用いることができる。 

３ 発送文書には、公印を押印する。 

４ 発送文書には、「北廃広選」の記号及び会計年度（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。）

による収発件名簿の番号を付さなければならない。 

   第８章 公印 

第２９条 公印の種類別の名称、書体、形状、寸法、個数、様式及び使用区分は、次の表のとおりと

する。
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公印の名称 書体 形状 寸法 個数 様  式 使用区分 

 

 

 

北しりべし廃棄物

処理広域連合選挙

管理委員会印 

 

 

 

てん書 

 

 

 

正方形 
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北しりべし廃棄物
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職務代理者印 
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一般公文

書用 

    

 

 

 

北しりべし廃棄物

処理広域連合選挙

管理委員会事務局

長印 

 

 

 

てん書 

 

 

 

正方形 
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24×24 
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一般公文

書用 

    

２ 公印の保管責任者は、次長とする。 

３ 公印の保管責任者は、公印台帳を備え、公印についての必要事項を登載しなければならない。 

   第９章 雑則 

第３０条 この規程に定めるもののほか、事務局の事務処理及び職員の服務については、広域連合の

関係規程を準用する。 

   附 則 

 この規程は、平成１４年８月１日から施行する。 

     附 則  （平 18．３.31 規程１） 

 （施行期日） 

１ この規程は、平成１８年４月１日から施行する。 

  （発令の特例） 

２ この規程の施行の際現に選挙管理委員会事務局管理係又は直接請求係に所属している書記その他

の職員は、別に異動の発令をされない限り、この規程の施行の日をもって、選挙管理委員会事務局

に発令されたものとみなす。 

   附 則  （平 27．９.４規程１）
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 この規程は、公布の日から施行する。 
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